
　
　
　

中
富
公
一
教
授
略
歴

一
九
五
三
年
一
二
月
二
二
日　

福
岡
県
久
留
米
市
に
生
ま
れ
る

一
九
七
二
年
四
月
一
日　
　
　

名
古
屋
大
学
法
学
部
入
学

一
九
七
六
年
三
月
三
一
日　
　

名
古
屋
大
学
法
学
部
卒
業

一
九
七
六
年
四
月
一
日　
　
　

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
入
学

一
九
七
九
年
三
月
三
一
日　
　

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
七
九
年
四
月
一
日　
　
　

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
入
学

一
九
八
三
年
三
月
三
一
日　
　

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
八
三
年
四
月
一
日　
　
　

名
古
屋
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
五
年
四
月
一
日　
　
　

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
研
究
生

一
九
八
六
年
四
月
一
日　
　
　

高
知
大
学
教
育
学
部
講
師

一
九
八
七
年
四
月
一
日　
　
　

高
知
大
学
教
育
学
部
助
教
授

一
九
九
二
年
五
月
一
日　
　
　

岡
山
大
学
教
養
部
助
教
授

一
九
九
四
年
九
月
一
日　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
五
年
六
月
一
日　
　
　

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
に
て
在
外
研
究
（
同
年
九
月
ま
で
）

一
九
九
九
年
四
月
一
日　
　
　

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
「
現
代
社
会
」
作
問
委
員
（
二
〇
〇
一
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
二
年
四
月
一
日　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
教
授

二
〇
〇
六
年
四
月
一
日　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
教
授
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二
〇
〇
六
年
六
月
一
日　
　
　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
客
員
研
究
員
（
同
年
一
一
月
ま
で
）

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
日　
　

広
島
修
道
大
学
法
務
研
究
科
非
常
勤
講
師
「
特
殊
講
義
・
憲
法
訴
訟
」
担
当
（
二
〇
一
三
年

三
月
ま
で
）

二
〇
一
一
年
四
月
一
日　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
副
研
究
科
長
（
二
〇
一
三
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
五
年
九
月
一
日　
　
　

岡
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
幼
小
中
高
向
け
消
費
者
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
事
業
の
た
め
の
研

究
会
委
員
（
二
〇
一
八
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
八
年
二
月
一
日　
　
　

岡
山
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
委
員

二
〇
一
八
年
七
月
一
日　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
副
研
究
科
長
（
二
〇
一
九
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
日　
　

岡
山
県
行
政
不
服
審
査
会
委
員

二
〇
一
九
年
三
月
三
一
日　
　

岡
山
大
学
退
職
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主
要
業
績
目
録

著
書
・
共
著
書

『
自
信
を
も
っ
て
い
じ
め
に
Ｎ
Ｏ
と
い
う
た
め
の
本　

―
憲
法
か
ら
考
え
る
』（
単
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
一
五
年　

五
月

『
ザ
・
象
徴
天
皇
制
』（
倉
持
孝
司
・
中
富
公
一
・
水
島

朝
穂
著
）（
共
著
）

法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

一
九
八
九
年　

七
月

『
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権
』（
憲
法
教
育
研
究
会
編
）（
共
著
）

法
律
文
化
社

一
九
九
六
年　

五
月

『
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権　

第
二
版
』（
憲
法
教
育
研
究
会
編
）

（
共
著
）

法
律
文
化
社

二
〇
〇
二
年　

二
月

『
憲
法
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権
』（
現
代
憲
法
教
育
研
究
会

編
）（
共
著
）

法
律
文
化
社

二
〇
一
〇
年　

三
月

『
憲
法
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権　

第
二
版
』（
現
代
憲
法
教

育
研
究
会
編
）（
共
著
）

法
律
文
化
社

二
〇
一
四
年　

四
月

『
憲
法
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権　

第
三
版
』（
現
代
憲
法
教

育
研
究
会
編
）（
共
著
）

法
律
文
化
社

二
〇
一
七
年　

九
月

『
現
代
憲
法
講
義　

二
』（
浦
部
法
穂
ほ
か
編
）（
分
担

執
筆
）

法
律
文
化
社

一
九
八
九
年　

三
月

『
憲
法
論
点
セ
ミ
ナ
ー
』（
小
林
孝
輔
・
越
路
正
巳
編
）

（
分
担
執
筆
）

辛
夷
社

一
九
九
一
年　

三
月
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『
も
う
一
つ
の
地
球
の
ま
も
り
か
た
―
き
み
は
サ
ン

ダ
ー
バ
ー
ド
を
知
っ
て
い
る
か
』（
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド

と
法
研
究
会
編
）（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

一
九
九
二
年
一
一
月

『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』（
森
英

樹
編
）（
分
担
執
筆
）

柏
書
房

一
九
九
四
年　

二
月

『
憲
法
Ⅱ　

基
本
的
人
権
』
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
司
法

試
験
シ
リ
ー
ズ
第
三
版
（
岩
間
昭
道
・
戸
波
江
二
編
）

（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

一
九
九
四
年　

五
月

『
新
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
』（
森
・
倉
持
編
）（
分

担
執
筆
）

日
本
評
論
社

一
九
九
七
年　

五
月

『
グ
ロ
ー
バ
ル
安
保
体
制
が
動
き
出
す
』（
森
英
樹
・
渡

辺
治
・
水
島
朝
穂
編
）（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

一
九
九
八
年
一
二
月

『
基
本
判
例
１　

憲
法
』（
右
崎
正
博
・
浦
田
一
郎
編
）

（
分
担
執
筆
）

法
学
書
院

一
九
九
九
年　

五
月

『
新
判
例
マ
ニ
ュ
ア
ル
憲
法
Ⅰ
』（
杉
原
泰
雄
・
野
中
俊

彦
編
）（
分
担
執
筆
）

三
省
堂

二
〇
〇
〇
年　

九
月

『
新
判
例
マ
ニ
ュ
ア
ル
憲
法
Ⅱ
』（
杉
原
泰
雄
・
野
中
俊

彦
編
）（
分
担
執
筆
）

三
省
堂

二
〇
〇
〇
年　

九
月

『
男
と
女
の
過
去
と
未
来
』（
倉
地
克
直
・
沢
山
美
果
子

編
）（
分
担
執
筆
）

世
界
思
想
社

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月

『
憲
法
基
礎
理
論
の
再
検
討
』（
憲
法
理
論
研
究
会
編
・

第
八
巻
）（
分
担
執
筆
）

敬
文
堂

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
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『
市
民
的
公
共
圏
形
成
の
可
能
性　

比
較
憲
法
的
研
究

を
ふ
ま
え
て
』（
森
英
樹
編
）（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
三
年　

二
月

『
新
し
い
公
共
性
』（
山
口
定
ほ
か
編
）（
分
担
執
筆
）

有
斐
閣

二
〇
〇
三
年　

三
月

『
憲
法
答
弁
集
』（
浅
野
一
郎
・
杉
原
泰
雄
監
修
）（
分

担
執
筆
）

信
山
社

二
〇
〇
三
年　

九
月

『
基
本
判
例
１　

憲
法　

第
二
版
』（
右
崎
正
博
・
浦
田

一
郎
編
）（
分
担
執
筆
）

法
学
書
院

二
〇
〇
四
年　

四
月

『
憲
法
改
正
問
題
』（
全
国
憲
法
研
究
会
編
）（
分
担
執
筆
）

法
律
時
報
増
刊

二
〇
〇
五
年　

五
月

『
働
く
こ
と
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
倉
地
克
直
、
沢
山
美
果

子
編
）（
分
担
執
筆
）

世
界
思
想
社

二
〇
〇
八
年　

四
月

『
改
憲
・
改
革
と
法
』（
民
科
法
律
部
会
編
）（
分
担
執
筆
）

法
律
時
報
増
刊

二
〇
〇
八
年　

四
月

『
現
代
憲
法
に
お
け
る
安
全　

比
較
憲
法
学
的
研
究
を

ふ
ま
え
て
』（
森
英
樹
編
）（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
九
年　

二
月

『
基
本
判
例
１　

憲
法　

第
三
版
』（
右
崎
正
博
・
浦
田

一
郎
編
）（
分
担
執
筆
）

法
学
書
院

二
〇
〇
九
年
一
〇
月

『
政
治
変
動
と
憲
法
理
論
』（
憲
法
理
論
研
究
会
編
・
第

一
九
巻
）（
分
担
執
筆
）

敬
文
堂

二
〇
一
一
年
一
〇
月

『
長
谷
川
正
安
先
生
追
悼
論
集　

戦
後
法
学
と
憲
法
』

（
杉
原
泰
男
・
樋
口
陽
一
・
森
英
樹
編
）（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

二
〇
一
二
年　

五
月

『
基
本
判
例
１　

憲
法　

第
四
版
』（
右
崎
正
博
・
浦
田

一
郎
編
）（
分
担
執
筆
）

法
学
書
院

二
〇
一
四
年　

五
月

『
改
憲
を
問
う
』（
民
科
法
律
部
会
編
）（
分
担
執
筆
）

法
律
時
報
増
刊

二
〇
一
四
年
一
二
月
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『
現
代
公
共
政
策
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
荒
木
勝
監
修
）

（
分
担
執
筆
）

岡
山
大
学
出
版
会

二
〇
一
五
年　

九
月

論
　
　
説

「
Ｅ
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
の
憲
法
論
の
形
成
―
生
存

配
慮
概
念
の
提
唱
ま
で
―
」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
九
五
号

一
九
八
三
年　

三
月

「
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
に
お
け
る
憲
法
制
定
権
力
論

と
議
会
主
義
―
Ｊ
・
Ｗ
・
ベ
ン
ダ
ー
ス
キ
ー
著『
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
』
の
批
判
的
検
討
を
と
お
し
て
」

法
律
時
報
五
七
巻
八
号

一
九
八
五
年　

七
月

「
戦
後
憲
法
史
研
究
の
視
角
と
憲
法
学
の
課
題
」

法
の
科
学
一
四
号

一
九
八
六
年
一
〇
月

「
政
党
の
病
理
と
政
党
へ
の
国
庫
補
助
―
政
党
の
公
的

性
格
論
を
手
が
か
り
と
し
て
」

法
律
時
報
六
四
巻
二
号

一
九
九
二
年　

二
月

「
社
会
国
家
の
理
論
か
ら
産
業
社
会
の
国
家
の
理
論
へ

―
Ｅ
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
の
現
代
国
家
分
析
の
検

討
」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
四
九
号

一
九
九
三
年　

九
月

「
新
法
解
説

政
治
改
革
法
」

法
学
教
室
一
六
六
号

一
九
九
四
年　

六
月

「
大
田
知
事
に
よ
る
海
上
基
地
拒
否
表
明
が
提
起
す
る

憲
法
上
の
諸
問
題
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
巻
八
号

一
九
九
八
年　

八
月

「
沖
縄
住
民
投
票
に
関
す
る
憲
法
社
会
学
的
考
察
序
説

（
一
）」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
一
号

一
九
九
八
年　

九
月
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「
沖
縄
住
民
投
票
に
関
す
る
憲
法
社
会
学
的
考
察
序
説

（
二
）」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
二
号

一
九
九
八
年
一
二
月

「
沖
縄
住
民
投
票
に
関
す
る
憲
法
社
会
学
的
考
察
序
説

（
三
）」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
九
巻
一
号

一
九
九
九
年　

一
月

「
環
境
権
の
憲
法
的
位
置
づ
け
」

憲
法
の
争
点
第
三
版
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）

一
九
九
九
年　

六
月

「
地
域
の
公
共
的
意
思
形
成
と
国
家
意
思
形
成
」

法
の
科
学
二
八
号

一
九
九
九
年　

七
月

「
沖
縄
住
民
投
票
に
関
す
る
憲
法
社
会
学
的
考
察
序
説

（
四
・
完
）」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
〇
巻
二
号

二
〇
〇
一
年　

三
月

「
沖
縄
県
民
投
票
と
日
本
の
民
主
主
義
」

法
の
科
学
三
一
号

二
〇
〇
一
年

九
月

「
憲
法
調
査
会
に
み
る
憲
法
九
条
改
正
論
の
諸
類
型
」

人
権
21
（
お
か
や
ま
人
権
研
究
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
〇
三
年
一
二
月

「
い
じ
め
概
念
の
憲
法
学
的
検
討
―
児
童
・
生
徒
の
安

全
再
構
築
の
た
め
に
―
」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
一
三
号

二
〇
〇
六
年　

九
月

「
大
学
の
自
治
の
再
構
築
と
学
長
選
考
制
度
―
岡
山
大

学
と
新
潟
大
学
の
事
例
を
素
材
と
し
て
―
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
六
巻
三
・
四
号

二
〇
〇
七
年　

三
月

「
学
長
選
考
会
議
の
構
造
と
役
割
―
岡
山
大
学
方
式
の

検
討
を
中
心
に
―
」

全
大
教
時
報
三
一
巻
五
号

二
〇
〇
七
年
一
二
月

「
学
長
、
学
部
長
人
事
と
大
学
の
自
治
」

全
大
教
時
報
三
一
巻
六
号

二
〇
〇
八
年　

二
月

「
国
立
大
学
法
人
に
よ
る
学
長
選
考
と
文
部
科
学
大
臣

の
学
長
任
命
権
―
高
知
大
学
学
長
任
命
処
分
取
消
訴

訟
を
素
材
と
し
て
―
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
〇
巻
一
号

二
〇
一
〇
年　

八
月

「
国
立
大
学
法
人
化
と
大
学
の
自
治
の
再
構
築
―
日
米

の
比
較
法
的
検
討
を
通
し
て
―
」

立
命
館
法
学
三
三
三
・
三
三
四
号

二
〇
一
一
年　

三
月
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「
憲
法
九
六
条
改
正
の
狙
い
―
自
民
党
改
憲
草
案
前
文

を
読
む
―
」

人
権
21
（
お
か
や
ま
人
権
研
究
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
一
三
年　

八
月

「
国
公
法
二
事
件
最
高
裁
判
決
は
何
を
変
更
し
た
の
か

―
有
機
的
統
一
体
論
を
中
心
に
―
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
三
巻
四
号

二
〇
一
四
年　

三
月

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
大
学
自
治
の
構
造
転
換

―
米
、
豪
と
の
比
較
公
法
的
検
討
―
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
四
号
一
号

二
〇
一
四
年　

九
月

「「
国
の
要
請
」
と
大
学
の
自
治
」

全
大
教
時
報
臨
時
増
刊
号

二
〇
一
五
年　

九
月

「
い
じ
め
と
学
校
の
責
務
―
事
例
を
想
定
し
て
の
検

討
―
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
五
巻
三
／
四
号

二
〇
一
六
年　

三
月

「
現
在
の
大
学
政
策
と
学
問
の
自
由
・
大
学
の
自
治
」

法
と
民
主
主
義
・
五
〇
九
号

二
〇
一
六
年　

六
月

「
憲
法
か
ら
み
た
戦
後
七
一
年
目
の
転
換
点
（
上
）」

人
権
21
（
お
か
や
ま
人
権
研
究
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
一
六
年　

六
月

「
憲
法
か
ら
み
た
戦
後
七
一
年
目
の
転
換
点
（
下
）」

人
権
21
（
お
か
や
ま
人
権
研
究
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
一
六
年　

八
月

「
講
座
会
議
は
教
員
の
成
績
評
価
権
を
制
約
で
き
る
か
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
八
巻
一
号

二
〇
一
八
年　

九
月

判
例
評
釈

「
一
九
九
〇
年
総
選
挙
に
お
け
る
議
員
定
数
配
分
規
定

の
違
憲
性
と
事
情
判
決
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
三
号

一
九
九
二
年　

三
月

「
刑
事
被
告
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
報
道
の
自
由
―
ロ

ス
疑
惑
報
道
と
人
権
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
四
号

一
九
九
二
年　

四
月

「
生
徒
の
人
権
と
学
校
の
責
任
―
い
わ
き
市『
い
じ
め
』

自
殺
事
件
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
五
号

一
九
九
二
年　

五
月
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「
選
挙
の
公
正
と
投
票
の
秘
密
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
六
号

一
九
九
二
年　

六
月

「
残
業
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
改
め
な
い
こ
と
を
理
由

と
す
る
懲
戒
解
雇
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
七
号

一
九
九
二
年　

七
月

「
身
体
的
障
害
を
理
由
と
す
る
入
学
差
別
の
違
憲
性
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
八
号

一
九
九
二
年　

八
月

「
定
住
外
国
人
に
選
挙
権
を
認
め
て
い
な
い
公
選
法
の

合
憲
性
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
九
号

一
九
九
二
年　

九
月

「
取
材
の
た
め
の
接
見
を
不
許
可
と
し
た
処
分
の
違
法

性
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
一
〇
号

一
九
九
二
年
一
〇
月

「
反
論
文
掲
載
請
求
と
言
論
の
自
由
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
一
一
号

一
九
九
二
年
一
一
月

「
税
理
士
会
の
政
治
献
金
の
合
法
性
と
会
員
の
思
想
信

条
の
自
由
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
一
二
号

一
九
九
二
年
一
二
月

「
未
決
拘
禁
者
の
図
書
関
読
の
自
由
と
外
国
語
翻
訳
費

用
負
担
義
務
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
巻
一
号

一
九
九
三
年　

一
月

「
個
人
鑑
賞
の
た
め
の
猥
褻
表
現
物
輸
入
行
為
の
処
罰

の
違
法
性
と
合
憲
的
限
定
解
釈
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
巻
二
号

一
九
九
三
年　

二
月

「
東
京
都
知
事
交
際
費
開
示
請
求
と
個
人
情
報
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
巻
三
号

一
九
九
三
年　

三
月

「
基
地
の
騒
音
公
害
と
人
格
権
―
厚
木
基
地
公
害
訴
訟
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
三
版
］

一
九
九
四
年　

九
月

「
基
地
の
騒
音
公
害
と
人
格
権
―
厚
木
基
地
公
害
訴
訟
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
四
版
］

二
〇
〇
〇
年　

七
月

「
基
地
の
騒
音
公
害
と
人
格
権
―
厚
木
基
地
公
害
訴
訟
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
五
版
］

二
〇
〇
七
年

二
月

「
公
立
中
学
校
に
お
け
る
髪
型
の
規
制
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
六
版
］

二
〇
一
三
年
一
一
月
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翻
　
　
訳

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
「
社
会
国
家
の
憲

法
問
題
」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
九
八
号

一
九
八
三
年
一
一
月

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
「
社
会
的
法
治
国

家
の
概
念
と
本
質
」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
〇
三
号

一
九
八
五
年　

三
月

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
「
現
代
民
主
主
義

の
構
造
転
換
」

高
知
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
二
部
四
〇
号

一
九
八
八
年

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
「
憲
法
学
の
今
日

的
状
況
に
つ
い
て
」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
三
五
号

一
九
九
一
年　

一
月

論
評
・
書
評
・
そ
の
他

書
評
／
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ク
ッ
チ
ャ
「
今
日
の
社
会
国
家

理
解
に
つ
い
て
」

法
律
時
報
五
五
巻
九
号

一
九
八
三
年　

九
月

「
西
ド
イ
ツ
政
党
国
家
」

法
と
民
主
主
義
一
九
七
号

一
九
八
五
年

五
月

「
国
会
議
員
と
政
党
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
四
巻
一
一
号

一
九
八
九
年
一
一
月

「
西
ド
イ
ツ
の
選
挙
制
度
と
政
党
制
」

月
刊
憲
法
運
動
一
八
三
号

一
九
八
九
年
一
一
月

書
評
／
堀
内
健
志
『
ド
イ
ツ
「
法
律
」
概
念
の
研
究
序

説
』（
多
賀
出
版
・
一
九
八
四
年
）

小
林
孝
輔
編
『
ド
イ
ツ
公
法
の
理
論
』
一
粒
社

一
九
九
二
年
一
二
月

「
低
投
票
率
へ
の
憲
法
学
か
ら
の
処
方
箋
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
巻
五
号

一
九
九
七
年　

五
月

「
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
問
題
と
普
天
間
『
返
還
』
問
題
」

部
落
問
題
・
調
査
と
研
究
一
三
三
号

一
九
九
八
年　

六
月

「
国
会
審
議
か
ら
見
た
『
周
辺
事
態
法
』
の
問
題
点
」

部
落
問
題
調
査
と
研
究
一
三
九
号

一
九
九
九
年　

四
月

「
有
事
法
制
の
入
口
と
出
口
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
七
巻
八
号

二
〇
〇
二
年　

八
月
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「
沖
縄
・
日
本
と
九
条
」

法
と
民
主
主
義
三
九
〇
号

二
〇
〇
四
年　

七
月

共
著
「
新
し
い
組
合
像
を
模
索
し
て
―
岡
山
大
学
職

員
組
合
の
試
み
―
」（
中
富
・
小
畑
・
榊
原
・
矢
田
）

全
大
教
時
報
二
八
巻
三
号

二
〇
〇
四
年　

八
月

鑑
定
意
見
書
／「
高
知
大
学
学
長
任
命
処
分
取
消
訴
訟
」

高
知
地
裁
に
提
出

二
〇
一
〇
年　

五
月

書
評
／
小
沢
隆
一
・
榊
原
秀
訓『
安
倍
改
憲
と
自
治
体
』

住
民
と
自
治
二
〇
一
四
年
八
月
号

二
〇
一
四
年　

八
月

「
権
威
、
権
力
、
権
利
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
〇
巻
六
号

二
〇
一
五
年　

六
月

「
憲
法
と
は
何
か
、
私
た
ち
の
く
ら
し
や
労
働
に
ど
う

活
か
す
か
」

全
大
教
時
報
四
一
巻
六
号

二
〇
一
八
年　

二
月

「
そ
の
書
き
込
み
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
し
て
も
大
丈
夫
？　

授

業
パ
ッ
ク
」

岡
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
発
行

二
〇
一
八
年　

三
月

鑑
定
意
見
書
／
「
講
座
会
議
は
教
員
の
成
績
評
価
権
を

制
約
で
き
る
か
」

広
島
高
裁
に
提
出

二
〇
一
八
年　

三
月

「
法
学
部
」、「
法
学
教
育
」

平
凡
社
『
大
学
辞
典
』

二
〇
一
八
年　

五
月

学
会
等
研
究
報
告
な
ど

「
沖
縄
住
民
投
票
が
提
起
し
た
憲
法
上
の
諸
問
題
」

憲
法
理
論
研
究
会
春
期
研
究
総
会

二
〇
〇
〇
年　

五
月

「
い
じ
め
の
憲
法
学
」

憲
法
理
論
研
究
会
夏
季
合
宿
研
究
会

二
〇
一
〇
年　

八
月

「
学
長
任
命
処
分
取
消
請
求
事
件
（
高
知
地
判
二
〇
一
〇

（
平
成
二
二
）
年
一
二
月
一
〇
日
判
決
集
未
登
載
）」

岡
山
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
一
年　

三
月

「
国
歌
斉
唱
時
不
起
立
を
理
由
と
す
る
再
雇
用
拒
否
処

分
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
」

岡
山
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
二
年　

四
月
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「
中
央
政
府
の
役
割
と
地
方
議
会
の
役
割
―
大
阪
府
教

育
基
本
条
例
を
素
材
と
し
て
―
」

岡
山
県
議
会
公
共
政
策
セ
ミ
ナ
ー

二
〇
一
二
年　

三
月

「
教
育
委
員
会
の
憲
法
的
地
位
と
自
治
体
に
よ
る
教
育

制
度
改
革
―
大
阪
府
教
育
行
政
基
本
条
例
の
検
討
―
」

民
科
法
律
部
会
夏
合
宿
研
究
会

二
〇
一
二
年　

九
月

「
長
谷
川
正
安
「『
憲
法
学
の
方
法
』
か
ら
『
法
の
現
象

形
態
』
へ
」

民
科
法
律
部
会
春
合
宿
研
究
会

二
〇
一
三
年　

三
月

「
公
務
員
の
政
治
活
動
の
自
由
―
堀
越
事
件
最
高
裁

二
〇
一
二
年
一
二
月
七
日
判
決
を
読
む
」

岡
山
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
三
年　

三
月

「
教
育
委
員
会
改
革
議
論
の
動
向
に
つ
い
て
」

岡
山
県
議
会
公
共
政
策
セ
ミ
ナ
ー

二
〇
一
三
年

九
月

「
判
例
は
変
更
さ
れ
た
の
か
―
国
公
法
二
事
件
最
高
裁

判
決
を
読
む
―
」

民
科
法
律
部
会
学
術
総
会

二
〇
一
三
年
一
一
月

「
自
民
党
改
憲
草
案
前
文
を
読
む
」

岡
山
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
四
年　

三
月

「
教
育
を
受
け
る
権
利
と
教
育
委
員
会
制
度
改
革
」

科
学
者
会
議
第
二
〇
回
総
合
学
術
研
究
集
会

二
〇
一
四
年　

九
月

「
憲
法
の
基
本
問
題
」

岡
山
県
議
会
公
共
政
策
セ
ミ
ナ
ー

二
〇
一
五
年

九
月

「
憲
法
か
ら
い
じ
め
問
題
を
考
え
る
―
子
ど
も
た
ち
を

守
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
」

神
奈
川
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
主
催
平
成
二
七
年
度
講

演
会

二
〇
一
五
年
一
一
月

招
待
講
演
／「
大
学
自
治
の
再
構
築
か
そ
れ
と
も
破
壊
か
」

教
育
法
学
会

二
〇
一
六
年　

五
月

「
安
倍
政
権
の
大
学
政
策
と
憲
法
二
三
条
」

科
学
者
会
議
第
二
一
回
総
合
学
術
研
究
集
会

二
〇
一
六
年　

九
月

「
天
皇
、
家
族
、
社
会
―
日
本
国
憲
法
は
何
を
変
え
た

の
か
―
」

「
建
国
記
念
日
」
を
考
え
る
岡
山
県
民
の
つ
ど
い

二
〇
一
八
年　

二
月

「
学
問
の
自
由
、
大
学
の
自
治
の
原
点
と
現
点
」

全
国
憲
法
研
究
会
春
期
研
究
集
会

二
〇
一
八
年

五
月

「
安
倍
政
治
の
大
学
政
策
と
学
問
の
自
由
」

科
学
者
会
議
第
二
二
回
総
合
学
術
研
究
集
会

二
〇
一
八
年
一
二
月
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対
談
／「
誰
が
大
学
改
革
を
決
め
て
い
る
の
か
」

全
大
教
時
報
四
二
巻
六
号

二
〇
一
九
年　

二
月
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